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１．調査の目的と進め方

本調査は、水産流通適正化法の施行に向け、対象地域における
対象魚種の水揚から出荷の流れと加工工程における作業形態（ど
のような企業、機関の間で取引されているか、また、それぞれの企
業、機関が漁獲物をどのように扱っているか、企業、機関の間の取
引がどのようなものであるか）について調査を行った。また、それら
の地域特性を把握、理解することを目的として実施した。

本調査は、生産者（漁業
者）から産地市場（漁協）、
産地市場から１次加工（地
元業者）・２次加工と確認し
、最終的な輸出業者までの
漁獲物の流れを把握した。



２．生産流通調査の事例

水産流通適正化法の対象となる「特定第１種水産動植物」として
水産庁ではウナギの稚魚（シラスウナギ）、アワビ、ナマコの３魚
種を指定。このうち北海道においては、アワビ、ナマコが一般的に
漁獲されているが、ナマコは全国１位のシェアを誇り、道内の広範
囲で漁獲されている。 これより、対象魚種は「ナマコ」とした。
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都道府県別シェアグラフの出典：食品データ館 (urahyoji.com)より
振興局別の漁獲量グラフの出典：北海道水産現勢より



対象地域の選定は、以下の視点を指標とした。
・ナマコの漁獲量（①）：調査に適した流通量があるか
・ナマコの操業期間（②）：調査期間（当初5～１０月想定）
・ナマコの流通形態（③）：漁獲物の追跡が容易か

本道における漁協地区別の漁
獲量（過去8年累積）の順位を右

に示す。宗谷管内漁協が突出して
おり、次いで渡島、留萌、後志管
内の漁協で漁獲が多い。なお、上
位20位に含まれる漁協は年間平
均30ｔ以上の漁獲があることから

、石狩管内やオホーツク管内の漁
協も調査対象として想定できる。

累積



北海道のナマコは、道北・オホーツク・日本海北部地域は6～7
月頃、道南は10～3月頃、太平洋沿岸地域は概ね11～6月頃、根
室地域は6月が主な漁獲時期である。調査の早期実施に配慮し5
～６月での実施を想定すると道南地域以外は調査可能である。



ナマコは、北海道の各海域で周年漁獲できるが、各海域で産卵
期を禁漁期期間と定めているほか、独自の漁獲ルールにより資源
管理を行っている地域が多い。

北海道南部
（檜山・渡島・胆振の沖合）
禁漁期間：6/21～8/20

北海道東部太平洋
（日高・十勝・釧路・根室）
禁漁期間：7/11～9/20

北海道北部日本海
（石狩・後志オホーツク・宗谷・留萌の沖合）

禁漁期間：5/1～6/15



ナマコは、古くから食材として利用されており、その加工形態は
多岐にわたる。一般的には酢の物などの生食が多いが、腸など
の内臓を塩辛にしたものを「このわた」、卵巣を干したものを「この
こ」と呼び、高級珍味として重宝されている。また、輸出に際しては
乾燥ナマコ（あるいは塩蔵ナマコ）として加工出荷されている。

ナマコ酢

写真の出典：「市場魚貝類図鑑」より



ナマコの加工形態は
多岐にわたるため、流
通・加工の工程も様々
なパターンがある。

本調査は、漁業者から
輸出業者まで全ルート
の追跡を主目的としたこ
とから、最終出荷時点で
個別の漁獲物の識別が
可能な「パターン１」の流
通形態を有する地域を
選定することとした。

漁 協 加工業者 輸出業者

漁 協 加工業者 輸出業者

漁 協 加工業者 輸出業者

パターン１

パターン２

パターン３



雄武漁港

元稲府漁港



(１)水揚げ
・ナマコ桁引き9隻、水揚げ時間8:00～午後2:00
・漁期6月15日～8月3日（規約上は8月15日）
・1隻あたり日制限
単独経営の場合 70㎏/隻（現状５隻） ※日最大漁獲量350㎏
共同経営の場合140㎏/隻（現状４隻） ※日最大漁獲量560㎏

・漁協で一括出荷（日最大910㎏）
(イ)販売
・半月に一回入札（15日、1日）
・一括競り（プール競り：9経営体一括）
・500kgまでkg単価で入札、500kg以上は別kg単価で入札
・入札2ルート（地元買受業者→枝幸町加工業者・紋別市加工業者）
・半月一回の入札結果にて販売事務処理（買受人請求書発行）

(ウ)荷受け・加工
・加工業者が水揚げされた漁獲物を漁港で直接荷受
・加工は干しナマコと塩蔵ナマコの２種のみ、10月～11月に出荷。



傷ナマコ
蓄養後

ホタテガイ
桁曳網
漁獲
［＝混獲］
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陸揚 引取

■雄武漁協におけるナマコ流通状況

漁 協 買受業者 加工業者 輸出業者

荷受 引渡［入札］ 加工出荷 買受 卸売 仕入 輸出入替

第三十八金祐丸

第十七栄幸丸

第三十八金光丸

第五十八招福丸

第十八豊神丸

第三十二拓洋丸

第五十八昭和丸

第二十八北煌丸

第十八八宏丸

雄武漁業協同組合
（荷受港）
元稲府漁港

地元買受業者１
買受登録業者

地元買受業者２
買受登録業者

加工業社１
北海道枝幸町

輸出業者１
兵庫県神戸市

加工業社２
北海道紋別市

※加工・輸出業者

輸出代行業者
北海道千歳市

全９隻
共同経営４隻

140kg/日×4＝560kg/日
単独経営５隻

70kg/日×5＝350kg/日

●例年、ナマコ流
通は２社のみ入札
●入札は2回/月
（15日間の取引
き）

●どちらに・どれ
だけ流通するかは
仕入れ側の要求
に応じ変化

ルート
１

ルート
２

雄武漁協所属
ホタテガイ
桁曳網漁船
全10隻

雄武漁業協同組合
（荷受港）
雄武漁港
元稲府漁港

地元買受業者２
買受登録業者

加工業社２
北海道紋別市

輸出業者３
北海道北檜山

●雄武混獲分は少量
3kg/日×10隻＝30kg/日
●他地区ナマコと混合出荷あり

計量

ナマコ部会

雄武漁業協同組合
（荷受港）
雄武漁港

地元買受業者１
買受登録業者

加工業社１
北海道枝幸町

輸出業者１
兵庫県神戸市

※調査時点の実績に基づく流通ルートとして記載

輸出業者２
石川県金沢市

輸出業者４
北海道函館市

輸出業者５
北海道石狩市



入港

■雄武漁協におけるナマコ陸揚～出荷・加工
の加工工程（乾燥ナマコ）

●漁港(漁業者・漁協)での対応

当該地域のナマコは、漁期間内で15日毎の事前入札で取引

されており、入札は本所荷捌所で行われている。

また、漁獲に際しては漁協による漁獲制限を設けており、現状

では、単独経営の場合70ｋｇ/日、共同経営の場合140ｋｇ/日と

なっている。

漁業者 漁協 買受業者 加工業者

入港 ●

陸揚げ ●

運搬 ●

荷受 ●

積降ろし ●

検量 ●

入替 ●

保管 ●

出荷 ●

積込み ●

搬入 ○ ●

積降ろし ○ ●

脱腸 ●

洗浄 ●

煮熟 ●

放熱 ●

乾燥 ●

選別 ●

出荷 ●

工　程

荷捌き

運搬

加工

陸揚

陸揚げ1 陸揚げ2 運搬 荷受（荷捌所外）

荷受（荷捌所内） 積降ろし 検量 入替

２）対象地域におけるナマコ流通の実態



●漁港(漁業者・漁協)での対応

陸揚げされたナマコは荷捌所で荷受け・検量された後、ポリ

パンに入替され、出荷まで荷捌所内で保管される。なお、キ

ズの有るナマコは荷捌所内の水槽で一時保管（蓄養）され、

キズの治癒状況を見て別途出荷される。

傷ナマコの場合（検量） 傷ナマコの場合（蓄養１） 傷ナマコの場合（蓄養２） 保管1

保管3 出荷1 出荷2 トラック積込み

保管2

漁業者 漁協 買受業者 加工業者

入港 ●

陸揚げ ●

運搬 ●

荷受 ●

積降ろし ●

検量 ●

入替 ●

保管 ●

出荷 ●

積込み ●

搬入 ○ ●

積降ろし ○ ●

脱腸 ●

洗浄 ●

煮熟 ●

放熱 ●

乾燥 ●

選別 ●

出荷 ●

工　程

荷捌き

運搬

加工

陸揚

■雄武漁協におけるナマコ陸揚～出荷・加工
の加工工程（乾燥ナマコ）

２）対象地域におけるナマコ流通の実態



●買受業者・加工業者の対応

荷捌所内に保管されたナマコは、事前入札結果に基づき買

受業者に引き渡された後、引渡し先となる加工業者が手配し

たトラックに積込みされ、加工場へ出荷される。加工場到着

後はすぐに加工作業[脱腸→洗浄→煮熟→放熱]を行い、各

工程を決められた時間内で終え、乾燥機で乾燥させる。

搬入 積降ろし 脱腸1 脱腸2 脱腸3

洗浄1 洗浄2 煮熟1 煮熟2

漁業者 漁協 買受業者 加工業者

入港 ●

陸揚げ ●

運搬 ●

荷受 ●

積降ろし ●

検量 ●

入替 ●

保管 ●

出荷 ●

積込み ●

搬入 ○ ●

積降ろし ○ ●

脱腸 ●

洗浄 ●

煮熟 ●

放熱 ●

乾燥 ●

選別 ●

出荷 ●

工　程

荷捌き

運搬

加工

陸揚

■雄武漁協におけるナマコ陸揚～出荷・加工
の加工工程（乾燥ナマコ）

２）対象地域におけるナマコ流通の実態



他漁港イメージ

長さ：6cm、幅：2cm

●加工業者の対応

乾燥機で乾燥（およそ2か月間）させたナマコは、品質別（大

きさ・重さ・色など）に選別し、それぞれの数量が分る様に分

類した上で、買付業者からの注文（数量・品質）に応じて販売

される。

放熟 乾燥1 乾燥2 乾燥3

選別1 選別2 参考（乾燥ナマコ製品） 参考（塩蔵ナマコ製法）

漁業者 漁協 買受業者 加工業者

入港 ●

陸揚げ ●

運搬 ●

荷受 ●

積降ろし ●

検量 ●

入替 ●

保管 ●

出荷 ●

積込み ●

搬入 ○ ●

積降ろし ○ ●

脱腸 ●

洗浄 ●

煮熟 ●

放熱 ●

乾燥 ●

選別 ●

出荷 ●

工　程

荷捌き

運搬

加工

陸揚

■雄武漁協におけるナマコ陸揚～出荷・加工
の加工工程（乾燥ナマコ）

２）対象地域におけるナマコ流通の実態


